
議案第２９号 

 

市川市老人いこいの家の設置及び管理に関する条例の一部改正に

ついて 

 

市川市老人いこいの家の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を

次のように定める。 
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市川市条例第  号 

市川市老人いこいの家の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例 

市川市老人いこいの家の設置及び管理に関する条例（昭和４９年条例第５号）

の一部を次のように改正する。 

第２条中「次の」の次に「表の」を加え、同条の表中 

「 

高石神老人いこいの家 市川市高石神１番１０号 を 

」 

「 

鬼越老人いこいの家 市川市鬼越１丁目２５番３号 に改める。 

」 

附 則 

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

 



理  由 

 

都市計画道路３・５・２６号鬼高若宮線の拡幅整備事業の施行に伴い同事

業の区域内にある高石神老人いこいの家を廃止し、その代替施設として平成

２１年４月１日から供用開始を予定している鬼越老人いこいの家の設置及び

管理について定める必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 


